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基監 登第 0512001 号 

平成 15 年 5 月 12 日 

厚生労働省労働基準局監督課長 

平成 15 年度覚国人労働者問題啓発月間の 実施に当 

たって留意すべき 事項について 

平成 15 年 5 月 12 日付け 基 登簿 0512003 号。 職 登第 0512001 号「平成 15 年度覚国人労   
働 者間 題 啓発月間について」 ( 以 「 @ 局長 通剖 という。 j により指示されに 標記月間に 

ついて、 その具体的実施に 当たっては、 - 「記の事項に 留意されるようお 願いする。 

- 己 

1  平成 15 年度覚国人労働者問題啓発月間 ( 以下「月間」という。 ) 中の活動を行うに 

当たってば、 特に次の事項に 留意すること。 

( 、 Ⅰ平成 5 年 5 月に制定され だ 「覚国人労働者の 雇用。 労働条件に関する 指針」 ( 以下 

「指針」という。 ) ( 別 漆ェ参照 ) の周知を中心に 実施すること。 

(2) 外国人労働者の 就労事業場数、 外国人労働者に 係る労働災害発生状況、 申告。 相 

譲状況等により 把握した問題点等管内の 状況に応じて 実施すること。 

(3) 平成 12 年 8 月 30 日付け 基 登第 543 号。 職 登第 558 号「都道府県労働局における 

労働基準行政と 職業安定行政との 連携について」を 踏まえ、 労働基準行政と 職業安 

定 行政の十分な 連携が図られるものをすること。 

2  中央で実施する 事項について 

( 局長通達 別深め 「平成 15 年度「覚国人労働者問題啓発月間」実施要領」 0 以下「要 

領」 という。 ) の 5 の (1) の ウ 関係 ) 

本省においてば、 平成 15 年 5 月 12 日付け 基 秀策 0512004 号。 職 登第 0512002 号 ( 呂 l1 

添 2 参照 ) をもって事業主団体に 対し、 傘下団体・会員企業に 対する月間の 実施につ 

いての周知等について 協力依頼を行ったところであ ること。 

3  地方で実施する 事項について 

(1) 広報活動の実施 ( 要領の 5 の (2) の ア 関係 ) 

本省より別途送付した 月間用のパンフレット 等を活用し、 労働基準協会その 他の 

関係団体の広報誌等に 掲載依頼を行 う 等の広報活動を 行 う こと。 


















